
 

 

 

 

 

第１回  『医師』 

第２回  『看護師』 

第３回  『保健師』 

第４回  『歯科医師』 

第５回  『歯科衛生士』 

第６回  『薬剤師』 

第７回  『管理栄養士・栄養士』 

第８回  『リハビリスタッフ』 

第９回  『柔道整復師』 

第１０回 『鍼灸師・マッサージ師』 

第１１回 『相談員』 

第１２回 『地域包括支援センター職員』 

第１３回 『ケアマネジャー』 

第１４回 『介護職員』 

第１５回 『福祉用具専門相談員』 

 

上記職種をクリックすると，その専門職のコラムに移動することができます。 



 

 

 

在宅で，本人，家族の意向に伴走するために，あくまでも医療が生活

を支配しないように気をつけています。 

もちろん，状態変化の際に医学的なことはきちんと勘案したうえで，

検査をするしない，病院にお願いするしないも含めて，何が本人にとっ

て最善かを一緒に考えていくように努めています。病院でするような医

療処置を在宅でするのが最善であれば，なんとかそれに応えるように努

力します。 

また，在宅医療に関わる職種の中で，訪問看護師，介護士，ケアマネ

ジャーなどがメインに関わることになるので，医師の役割はチームが円

滑に進むように邪魔をせず，いざというときは責任を取る姿勢でいるこ

とも大事ですね。 

医師にしかできない仕事は，実は死亡診断書を記載することだけか

もしれません。 

 

ご回答していただいた方 

道南在宅ケア研究会 幹事 

医療法人道南勤労者医療協会 函館稜北病院  

副院長 総合診療科科長 川口
かわぐち

 篤也
あつや

 様 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第１回 『医師』 

 

トップページへ戻る 



 

 

在宅で生活するなかで，医療や介護が必要になった場合に，気持ちに

添ってお手伝いさせていただきます。 

点滴や傷の処置，体に入っているチューブ類の管理など，皆様と一緒

に行います。 

特に喜ばれているのは，２４時間緊急時対応を行うということです。

在宅へ戻ることを迷っている方にとっては，その対応が背中を押すこと

になるようです。 

療養相談，助言等，いざとなれば緊急訪問して療養生活を支えます。 

医師，ケアマネジャー，その他の職種と連絡をよく取り合いながらすす

めるので安心です。 

生から死まで「自分らしく生きる」ための伴走者としてお手伝いでき

たなら幸いです。 

 

ご回答していただいた方 

道南訪問看護ステーション連絡協議会会長 

訪問看護ステーション オハナ 

管理者 高畑
たかはた

 智子
ともこ

 様 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第２回 『看護師』 

 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

保健師は，地域に住む赤ちゃんからお年寄りまでの方々が，その人ら

しく健康な生活が送れるように，予防的な視点を持ちつつ，さまざまな

保健活動をしています。 

 渡島保健所では，主に難病・精神障がい・結核・感染症対策を，市町

では母子・成人（生活習慣病）対策，函館市はその両方について活動し

ています。 

 また，活動方法も多様にあり，個人を対象に家庭訪問や保健相談，集

団を対象とした健診や教室，職場や町内会等に対する健康教育（出前講

座）等があります。 

 関係者の方々とも，研修会や会議等で地域の課題を分析したり共有し

たりしながら，地域全体の健康保持・増進に努めています。 

 所属がさまざまでわかりづらいと思いますが，間口が広いのが保健師

の特徴です。まずは，ご一報から！ 

 

ご回答していただいた方 

北海道渡島総合振興局保健環境部 

保健行政室 企画総務課企画係 

主査 笠島
かさじま

 総子
ふさこ

 様 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第３回 『保健師』 

 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

 むし歯，歯周病は歯科の二大疾患といわれています。この疾患を予防，

治療し，失われた歯を修復したり，入れ歯を作ることは，歯科医師の大

きな仕事です。また，口腔の疾患（舌，唾液腺，粘膜）にも対応します。 

 人は年を重ねてくると，うまく「話せない」「かめない」「飲みこめな

い」などの症状が出がちです。この原因をつきとめ，歯科衛生士，言語

聴覚士，栄養士などの他職種と連携し，生涯にわたって口の機能を維持

していくことのお手伝いをしていきます。 

 近年，口の健康と健康寿命が，密接に関わっていることがわかってき

ました。おいしく食べて，楽しく話せる力を維持することが，ながく健

康でいられることの近道であると言えます。 

 

 

 

ご回答していただいた方 

一般社団法人 函館歯科医師会 副会長 

戸井歯科診療所 院長 岩井
いわい

 祐司
ゆうじ

 様 

 

 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第４回 『歯科医師』 

 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

歯科衛生士は，お口の健康を守る職種です。乳幼児のむし歯予防のた

めのフッ化物塗布や歯磨き指導，歯周治療としての歯石除去，また歯科

治療の際に歯科医師の補助をします。それと同時に，よりよい人生を送

るために不可欠な「食べる」「話す」「笑う」などのお口の機能の維持向

上に携わるのも歯科衛生士の仕事です。 

生きるうえで特に大切な「食べる」ためには，歯・入れ歯・口唇・舌・

頬・唾液などさまざまな器官が複雑に関わっています。むし歯や歯周病

を予防して，しっかり噛めることも大切ですし，口の周りの筋肉を維持

して安全に飲み込めることが，誤嚥を防ぎ，美味しく食事をするために

はとても大事です。 

ライフステージに合わせたお口の健康を守る支援をするのが歯科衛

生士です。健口は，健康寿命を伸ばします！ 

 

 

ご回答していただいた方 

道南圏域在宅歯科医療連携室 

相談員・歯科衛生士 澤
さわ

谷
や

 幸
ゆき

絵
え

 様 

 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第５回 『歯科衛生士』 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

私たち薬剤師は，薬の専門知識と技能を通じて皆様のお役に立てる，

身近で頼れる健康づくりのパートナーです。 

在宅支援を受けられている方や自宅での服薬指導が必要な方には，ご

自宅等へ伺ってお薬の説明・服薬支援・残薬の整理・体調管理のご相談

等を承ります。また，医師・ケアマネジャー等様々な職種の方と協力し，

より安心して療養生活を送れるようサポートいたします。皆様の心配や

不安を取り除き，安心・安全に服用していただくことでお薬の効果は最

大限に発揮されます。 

「薬が飲めない」「前にもらった薬は，まだ飲めるのか」「副作用が心

配」「うっかり飲み忘れる」等… お薬に関して，気にかかることがご

ざいましたら，ぜひ薬剤師にご相談ください。 

 

 

ご回答していただいた方 

一般社団法人 函館薬剤師会 理事 

みすず調剤薬局 薬剤部部長 

星野
ほしの

 志津代
し づ よ

 様 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第６回 『薬剤師』 

 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

管理栄養士は，よりよい食生活，栄養管理を支援する仕事です。 

「食べる事」は生活の基本であり，適切な食生活は自分らしく自立し

た暮らしの基盤となるため，とても重要な部分です。 

日々の食生活に不安を抱えている高齢者，家族は増えてきています。

その内容は『体重の変動，噛む・飲み込む機能低下，調理がワンパター

ン，治療食がわからない』と多岐に渡っています。 

悩みを抱えている方の自宅や在宅系施設へ訪問し，其々に応じた相談

や指導（調理指導）を行う支援をしています。また，包括支援センター

の予防事業から出前講座，料理教室，町内会等からも同様の依頼を受け，

地域の方へ食事の大切さを伝えています。 

主治医のいる病院，施設の管理栄養士・栄養士，また，栄養士会函館

支部が窓口となっておりますので，ぜひご連絡をお待ちしております。 

 

ご回答していただいた方 

社会医療法人 仁生会 西堀病院 

栄養課課長 管理栄養士 

阿部
あ べ

 優子
ゆうこ

 様 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第７回 『管理栄養士・栄養士』 

 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

 理学療法士や作業療法士，言語聴覚士が，住み慣れたご自宅にお伺い

し，専門的なリハビリを提供するサービスを「訪問リハビリテーション」

といいます。 

「退院後もリハビリを続けたいけれども，外に出ることができない」

「病院では入浴できたけど，自分の家の浴槽には入る自信がない」「近

くのスーパーに買い物に行きたいけど，行けるか自信がない」など，安

全・安心に生活するためには，沢山の課題が出てくると思います。そう

した問題の一つ一つに対して親身に寄り添い，思いが実現するよう訪問

リハビリスタッフは心がけています。 

 「理学療法士と作業療法士の違いは何？」「言語聴覚士はどこにいる

の？」「料金はどのくらいかかるの？」など，疑問な点が沢山あると思

いますので，些細なことでもお気軽にご相談いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第８回 『リハビリスタッフ』 

ご回答していただいた方 

函館市訪問リハビリテーション連絡協議会 幹事 

社会医療法人 仁生会 西堀病院 

リハビリテーション課 在宅課長 寺田
てらだ

 昌
まさ

弘
ひろ

 様 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

柔道整復師は，骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の治療を行う専門職で

す。（骨折・脱臼は，応急手当てとして初回処置を行い，医師の同意を

得て治療を行います。） 

自宅でベッドから立ち上がる時に腰が痛くなって歩くのが辛い，ベッ

ドから転落した，つまずいて転んだ，歩行訓練の時に足首を捻り，歩く

のが困難，歩くときに膝が痛くて歩けない等，日常の生活の中で怪我を

したが医療機関に通えないときに，自宅へ赴き治療をします。症状によ

り骨折が疑われたり，精密検査が必要な時は，ご本人やご家族の意向を

鑑み，関係機関と連絡をとりながら適切な医療機関をご紹介させていた

だきます。また，機能訓練やストレッチなどの指導も行います。 

整骨院は，健康保険証を使用し，自宅で往療（往診）というかたちで

怪我を治療することができます。https://buhska.wixsite.com/hakd

oatezyuusei から「医療・介護連携往療整骨院」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第９回 『柔道整復師』 

ご回答していただいた方 

北海道柔道整復師会函館ブロック 会長 

工藤整骨院 院長 工藤
くどう

 重孝
しげたか

 様 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

鍼灸師・マッサージ師は，医師による治療を補完するかたちで，痛み

や体のさまざまな辛さや筋力の低下，筋麻痺，関節拘縮などに対して施

術を行います。機能訓練指導員でもあるため，介護予防や身体機能の回

復などのリハビリテーションを行うことも可能であります。独歩で公共

交通機関を使っての外出が困難な状態の方には，患者様の居宅や施設に

赴き，訪問による施術を行うこともできます。 

鍼灸治療は，決められた 6 疾患（神経痛，腰痛，リウマチ，頚腕症候

群，頸椎捻挫後遺症，五十肩），マッサージ治療は，病気にかかわらず

筋力低下や関節拘縮があれば，医師による同意のもとで保険が適応され

ます。外出が困難な状態の方は，往療費も保険適応が可能です。 

歩行が困難となり，在宅や施設でお困りの方は，健康的な生活の増進

に少しでも力になりますので，ご相談いただければと思います。 

会のホームページ https://hakosinren.wixsite.com/hakosinren 

 

ご回答していただいた方 

函館鍼灸マッサージ師連絡協議会 会長 

益井東洋治療院 院長 益井 基 様 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第１０回 『鍼灸師・マッサージ師』 

 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

私たちは，医療機関において，本人や家族の抱える経済的・心理的・

社会的課題に関する相談に乗り，安心して療養生活が送れるよう，ケア

マネジャーや他の専門職と連携して課題を解決・調整し，社会復帰の促

進を図ります。 

 在宅で生活されている方の相談を例に挙げてみます。病院への通院が

大変になり始めたが，どうすればよいかという相談に対して，ご自宅へ

訪問してくださる医師がいるか，訪問してくださるかどうか相談する，

などといったかたちで，本人や家族と一緒に考え，より良い生活へ進め

るような橋渡しを行っております。 

病院と生活している地域は長い廊下でつながっていて，その廊下をス

ムーズに行き来でき，安心して療養できる環境を作れるよう，日頃から

多くの職種の方々と情報交換しながら，手を取り合えるよう励んでおり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

トップページへ戻る 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第１１回 『相談員』 

ご回答していただいた方 

一般社団法人 北海道医療ソーシャルワーカー協会 南支部 事務局長 

独立行政法人 国立病院機構 函館病院 相談支援室 

医療ソーシャルワーカー 酒本
さけもと

 清一
せいいち

 様 



 

 

 

 

地域包括支援センターには，保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャ

ーなどの専門職がおり，高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる

よう，様々な支援を行っています。 

地域の高齢者支援の拠点として，函館市内には１０カ所に設置されて

おり，高齢者の方やご家族，地域の方々からの様々な相談に応じ，適切

なサービスや制度につなげる等の支援を行っています。 

また，地域での健康づくりや介護予防の取り組みのほか，高齢者虐待

や消費者被害の防止など，高齢者の権利を守るための支援も行っていま

す。その他にも，地域の様々な機関や専門職と連携・協力できる体制づ

くりや，ケアマネジャーさんからの相談もお受けしています。 

相談は，相談者様のご希望に合わせ，来所・訪問・電話などでお受け

しております。ぜひお気軽にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第１２回 『地域包括支援センター職員』 

ご回答していただいた方 

函館市地域包括支援センター連絡協議会 

函館市地域包括支援センターゆのかわ 

保健係長 京谷
きょうや

 佳子
よしこ

 様 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

介護保険サービスを必要とする方が，その人らしく暮らすことができ

るよう，本人や家族の意向を踏まえ，ケアプランを作成し，医療機関や

介護事業所，介護施設内の多職種と連携しながら介護サービスの調整を

行う仕事です。 

 居宅介護支援事業所，介護支援予防事業所（地域包括支援センター），

地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護，グループホーム）等の

在宅サービス事業所の他，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，地域

密着型特定施設入居者生活介護などの施設サービス事業所や，行政機関

でも働いています。 

 在宅では，受診等で医療機関を利用する場合は，個人の判断で自由に

どこでも利用できますが，介護保険サービスは，利用者が高齢者や障害

者に限定されることもあり，ケアマネジャーの介入が必要となっており，

好き勝手に利用できない仕組みになっています。 

ケアマネジャーは，担当する利用者の望む姿を共有し，それに向かっ

ての具体的な目標を一緒に検討し，それらの目標を達成するために，ご

家族の意向も踏まえながら，ご家族への具体的な協力の依頼や，様々な

社会資源を活用したサービス調整にあたります。毎月，その方のお宅を 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第１３回 『ケアマネジャー』 



 

訪問し，立案したケア計画の目標の達成状況を把握し，必要があれば計

画の変更を一緒に検討し，新たに目標を設定，変更することもあります。

介護計画を作成する際は，主治医となる先生の意見を重視することが義

務付けられており，医療機関との連携が必然となっております。また，

介護保険サービス事業者との仲介役となっていることもあり，ご本人，

ご家族も含め，常に板挟み状態にあるため，非常にストレスを抱えやす

い業務であると言えます。 

 施設では，施設内での安定・安楽を考慮し，多職種と連携してケア計

画を立案します。在宅より重度の要介護者が入居されていることもあり，

入居者の状況に合わせ，一日複数回の支援が必要になるケースが多く，

一日の計画の密度が高いことが特徴です。（在宅は，おおむね一週間の

中での計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご回答していただいた方 

函館市居宅介護支援事業所連絡協議会 前会長 

指定居宅介護支援事業所 ひなたぼっこ 

管理者 介護支援専門員 中村
なかむら

 清
きよ

秋
あき

 様 

トップページへ戻る 



 

 

 

 

訪問介護（ホームヘルプサービス）とは，訪問介護員が利用者の自宅

を訪問し，入浴・排泄・食事・通院等の介助を行う「身体介護」と，調

理・洗濯・掃除等を行う「生活援助」の提供により，在宅生活の継続を

支えるためのサービスです。生活上のアドバイスや精神的なサポートま

でもが期待されるため，単なる家事代行業ではなく，個人がそれまでの

人生で培ってきた生活習慣や文化，価値観を尊重し，生きることの喜び

を見出せるよう，予防的な対処によってＱＯＬの維持・向上を目指しま

す。 

利用者の心身の状態の変化を鋭く観察すると共に，必要時には即座に

他職種との連携を取ることで，できる限り長く在宅での生活を満喫でき

るよう，また，生活援助においてもホームヘルパーへ依存しすぎること

がないよう十分注意し，自立を促す援助を提供することが重要だと考え

ています。 

 介護保険制度の開始から現在に至るまで，私たちホームヘルパーの現

場は，簡単には解決できない問題で溢れています。人材不足はもちろん

のこと，対人援助で起こる問題，例えば，同居家族がいる場合の生活援

助の限界と対応，閉ざされた空間で利用者から受ける暴言やセクハラ等， 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第１４回 『介護職員』 



 

長年にわたる課題から介護保険法の改正で新たに発生する問題まで対

応するためにも，私たち自身が介護保険制度について正しく理解・実践

し，制度の在り方を伝えていくことができると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご回答していただいた方 

函館市ホームヘルパー連絡協議会 会長 

株式会社 雅-Miyabi 

代表取締役 酒井
さかい

 雅子
まさこ

 様 
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利用者や介護者が安全に安心して使用できる福祉用具の提案や選定， 

使い方についての指導や相談に応じる専門家です。 

生活状況・心身の状態・生活上の課題や要望を聞きながら，利用者の 

身体に合った福祉用具を提案します。福祉用具を安全に使用できている

か？効果はあるか？などのモニタリングを行い，不具合がない場合でも

福祉用具のメンテナンスや，利用者や介護者とのコミュニケーションを

図っていきます。ケアマネジャーだけではなく，多職種の方達の力を借

りながら，利用者へのサービス向上に努め，自立した日常生活を安全に

行えるようにサポートしていきます。 

福祉用具を利用したことで，「今までできなかったことができるよう

になったよ」と笑顔で言われたときは，福祉用具専門相談員として最高

の喜びです。 

 

 

トップページへ戻る 

専門職ができること ～１５職種の紹介～ 

第１５回 『福祉用具専門相談員』 

ご回答していただいた方 

北海道難病連 函館営業所 

所長 根本
ねもと

 茂樹
しげき

 様 


